
     本宿小学校いじめ防止等のための基本方針  令和５.4改定 

１ いじめ防止についての基本的な考え方 

「いじめ」の定義は、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の

人的関係にある他の児童生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるも

のを含む。）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう」であって、当該

行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。けんかやふざけ合いであっても、見えないと

ころで被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調整を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、い

じめに該当するか否かを判断する。また、いじめの認知については、特定の教職員のみによることなく、「学校に

おけるいじめの防止等の対策のための組織」を活用し、組織的に判断することが求められている。（岡崎市いじめ

防止等のための基本方針より） 

いじめは、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であると考えます。また、どの児童も

被害者にも加害者にもなりえます。これらの基本的な考えを基に教職員が日頃からささいな兆候を見逃さないよう

に努め、学校全体で組織的に対応していきます。 

児童が教職員や周囲の友人との信頼関係の中で、安心・安全に生活できるように努めます。児童一人一人が 

大切にされているという実感をもつとともに、互いに認め合える人間関係をつくり、集団の一員としての自覚と自

信を身につけることができる学校づくりに取り組んでいきます。そうした中で、児童が自己肯定感や自己有用感を

育み、仲間とともに人間的に成長できる魅力ある学校づくりを進めます。 

２ いじめの防止等に関する具体的な取組 

（１） いじめの未然防止の取組 

ア 児童同士の関わりを大切にし、互いに認め合い、共に成長していく学級づくり、学年づくりを進めます。 

イ 児童の活動や努力を認め、自己肯定感を育む授業づくりに努めます。 

ウ 教育活動全体を通して、道徳教育・人権教育の充実を図るとともに、体験活動を推進し、命の大切さ、

相手を思いやる心の醸成を図ります。 

エ 情報モラル教育を推進し、児童がインターネットや携帯電話、スマートフォン等の正しい利用とマナー

についての理解を深め、インターネットいじめの加害者、被害者とならないよう継続的に指導します。 

オ 児童が教師に相談しやすくなるよう、教師は日頃から児童との良好な関係作りに努めます。 

カ PTA総会や学校ホームページによる「本宿小学校いじめ防止方針」の公開、説明を行います。 

キ 現職研修による教職員の理解・指導力の向上を目指します。 

（２） いじめの早期発見・対応等の取組 

   ア「生活」アンケートや教育相談を定期的に実施（学期に２回）するとともに、常時困りごとを伝えやすい

ように、誰でも相談に乗ってくれるという体制づくり・雰囲気づくりに努めたり、相談箱を設置したりし

ます。またハイパーQUを実施分析し、児童の小さなサインを見逃さないように努めます。 

   イ いじめをきっかけとする長期欠席がおきないように、児童の実態の把握に努めます。 

ウ 教師と児童との温かい人間関係づくりや、保護者との信頼関係づくりに努め、いじめ等について相談し

やすい環境を整えます。 

（３） いじめに対する措置 

  ア いじめの発見・通報を受けたり、いじめを受けている疑いがあると思われたりしたときは、「いじめ防 

止・対策委員会」を中心に組織的に対応して、被害児童を徹底して守り通すという姿勢で対応します。 

  ウ 加害児童には教育的配慮のもと、毅然とした姿勢で指導や支援を行います。 

   エ 教職員の共通理解、保護者の協力、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門家や、

警察署、児童相談所等の関係機関との連携のもとで取り組みます。 

    ※いじめ防止・対策委員会構成員  校務・役職・学年主任・特別支援主任・養教・生活指導・ＳＣ 

３ 重大事態への対応 

重大事態が生じた場合は、速やかに教育委員会に報告し、【本宿小学校いじめ重大事態の対応マニュアル】 

に基づいて対応します。 



 

＜本宿小学校いじめ重大事態の対応マニュアル＞ 

 重大事態の発生  

      

  

        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※関係者の個人情報に十分配慮             ※情   

      

 

 

 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

校長 

教頭 

岡崎市教育委員会 

報道機関への対応 
重大事態の発生の報告 

本宿小学校に重大事態の調査組織を設置 

【いじめ防止・対策委員会】 

○客観的な事実関係を迅速に調査 

・いじめられた児童の立場で 

共感的に寄り添い事実を把 

握する。 

○対応、指導内容の検討 

※公平性・中立性を確保のため、学校評議員（総代会長、社教

委員長、福祉委員長、ＰＴＡ会長、主任児童委員）、民生委員

等の参加の依頼 

 

【警察等関係機関との連携】 

○早めの相談と連携 

 ・警察署５８－０１１０ 

 ・西三児童相談所 

２７－２７７９ 

・市家庭児童課 

    ２３－６７４５ 

・教育相談センター等 

    ７１－３２０１ 

【職 員 会】 

○全職員でいじめの状況、対応、指導について意思統一（関係者の個人情報に十分配慮） 

 ・いじめを受けた児童、いじめをした児童、その保護者、ほかの児童、ＰＴＡ、地域等への対

応と指導を丁寧に行う。 

・再発防止のため児童の様子を積極的に観察する。 

 

○いじめを受けた

児童への対応 

 ・学級担任 

 ・学年主任 

 ・養護教諭 

 ・生活指導担当 

・いじめ・長期

欠席担当 

 ・スクールカウ 

  ンセラー等 

○いじめをした

児童への指

導、支援 

 ・学級担任 

 ・学年主任 

 ・生活指導担

当等 

 ・スクールカ

ウンセラー

等 

○いじめを受けた

児童といじめを

した児童の保護

者への対応 

 ・学級担任 

 ・学年主任 

 ・生活指導担当 

・校長、教頭等 

○ほかの児童へ

の指導 

 ・学級担任 

 ・学年主任 

 ・生活指導担

当等 

いじめを受けた児童，いじめをした児童，及びその保護者等への対応 

○ＰＴＡ，地域へ

の対応 

 ・校長 

 ・教頭 

 ・生活指導担当

等 

調査結果を教育委員会に報告 調査結果を踏まえた再発防止への取組 

・継続して児童の様子を見守り、支援・指導 

・基本方針の検証と見直し 

 

・いじめを受けた児童または保護者の所見を 

 まとめた文書も、調査結果に添付 

＜重大事態とは（「いじめ防止対策推進法」第 28条）＞ 

 一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき 

 二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間（年間 30日を目安とする。）学校を欠席することを余儀なくされてい

る疑いがあると認めるとき 

※関係者の個人情報に十分配慮 

・関係児童からの聞き取り 

・「生活」アンケートの確認 

・ハイパーQUの結果分析 

・教育相談の結果分析 

（必要な指導・支援） 


